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２．「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」について 

Q2-1. 従業員から回収した「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の扶養情報はどこ

に入力したらよいですか？ 

＜給与所得者の扶養控除等（異動）申告書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2-1.『人事メニュー』の「家族情報」にご入力ください。 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「人事マスタ入力」「家族情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年少扶養親族の情報 

他の所得者が控除を受ける扶養親族等 

控除対象扶養親族の情報 

配偶者の情報 

 

 

退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報 
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Q2-2. 今年の８月に扶養していた母親が亡くなりました。人事情報の登録はどうしたらよ

いですか？ 

A2-2. 今年は扶養控除を受けることができますので、『人事メニュー』の「家族情報」の

「死亡年月日」のみ更新してください。来年１月以降、人事情報引継時に自動的に扶

養非該当となります。 

 

Q2-3. 今年の８月に離婚して、元奥様とお子様が扶養からはずれました。人事情報の登録

はどうしたらよいですか？ 

A2-3.『人事メニュー』の「家族情報」の「離婚年月日」を登録すると、自動的に配偶者非

該当、扶養対象外の扱いとなります。 

 

Q2-4. 源泉控除対象配偶者とはどのような方ですか？ 

A2-4. 従業員本人の合計所得金額が 900万（※）以下、かつ、配偶者の合計所得金額が 

   95万（配偶者が給与収入のみであれば 160万）以下の方です。源泉控除対象配偶者

に該当すると、配偶者控除、もしくは配偶者特別控除が満額受けられます。 

 

   ※「本人合計所得加算額」(520)も含みます。 

    本人の収入が給与収入のみの場合は以下のとおり。 

     ・所得金額調整控除を受ける  → 収入 1,110万 

     ・所得金額調整控除を受けない → 収入 1,095万 

 

Q2-5. 「扶養控除申告書」D欄「他の所得者が控除をうける扶養親族等」に記入があった

場合、どのように登録したらよいですか？ 

A2-5.『人事メニュー』の「家族情報」の「扶養」を「２：他の所得者が控除を受ける扶養

親族等」で登録してください。従業員の給与等の収入金額が 850 万超の場合、所得金

額調整控除を受けることができます。また、その場合、「所得金額調整控除申告書」へ

の記載も必要です。 

 

Q2-6. 「扶養控除申告書」「退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報」に記入があ

った場合、どのように登録したらよいですか？ 

A2-6. 『人事メニュー』の「家族情報」の「退職金受給年度」「退職所得を除いた年間所得

見積額」を登録してください。「扶養」は「０：対象外」です。 

退職所得を除いた所得見積額が、配偶者は 133万円以下、扶養親族は 58万円以下の扶

養親族を有する方は、所得税上は扶養控除を受けられませんが、住民税上は扶養控除

を受けられる可能性があります。 

なお、所得税上の扶養控除を受けられる場合は、住民税上も受けるので登録は不要です。 

 

Q2-7. 「扶養控除申告書」右下の「寡婦又はひとり親」にチェックがあった場合、どの

ように登録したらよいですか？ 

A2-7. 『人事メニュー』の「給与基本情報」の「寡婦・ひとり親」に登録します。 

     寡婦   … ６：寡婦（住民税のみ控除） 

ひとり親 … ７：ひとり親（住民税のみ控除）  
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  ★年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様へ 

納品された「家族情報」を、『人事管理』⇒『外部連携メニュー』より 

外部取込してください。 

お客様にて入力される場合は、外部取込後に入力してください。 

 

☆Web 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

   納品された「家族情報」を、『関連システム』⇒『Web年調メニュー』より 

外部取込してください。 

お客様にて入力される場合は、外部取込後に入力してください。 

 

  

 


